
（第17922号）東 京 都 公 報令和5年10月13日（金曜日）
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日
刊
（
日
曜
日
、
土
曜
日
、
休
日
休
刊
）
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市
計
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事
業
の
認
可
…
…
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…
…（
都
市
整
備
局
都
市
づ
く
り
政
策
部
緑
地
景
観
課
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○
建
築
基
準
法
に
よ
る
道
路
位
置
の
指
定
の
取
消
し
…
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…

…（
都
市
整
備
局
多
摩
建
築
指
導
事
務
所
開
発
指
導
第
一
課
）…
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○
土
壌
汚
染
対
策
法
の
規
定
に
基
づ
く
汚
染
さ
れ
て
い
る
区

域
の
指
定
…
…
…（
環
境
局
環
境
改
善
部
化
学
物
質
対
策
課
）…
�

○
土
壌
汚
染
対
策
法
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規
定
に
基
づ
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汚
染
さ
れ
て
い
る
区

域
の
指
定
解
除
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…（
同
）…
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○
国
民
健
康
保
険
組
合
規
約
の
一
部
変
更
認
可
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…（
保
健
医
療
局
保
健
政
策
部
国
民
健
康
保
険
課
）…
�

告

示
（
公
）

○
技
能
検
定
員
審
査
の
実
施
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
�

公

告

○
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
完
了
…
…（
都
市
整
備
局
多
摩

建
築
指
導
事
務
所
開
発
指
導
第
一
課
・
開
発
指
導
第
二
課
）…
�

○
東
京
都
ふ
ぐ
取
扱
者
資
格
受
入
講
習
の
実
施
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…（
保
健
医
療
局
健
康
安
全
部
健
康
安
全
課
）…
�

○
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
に
基
づ
く
意
見
の
概
要
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…（
産
業
労
働
局
商
工
部
地
域
産
業
振
興
課
）…
�

告

示

◉
東
京
都
告
示
第
千
九
十
三
号

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
五
十
九
条
第
一

項
の
規
定
に
基
づ
き
東
京
都
市
計
画
緑
地
事
業
を
認
可
し
た
の
で
、

同
法
第
六
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
告
示
す
る
。

令
和
五
年
十
月
十
三
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

施
行
者
の
名
称

練
馬
区

二

都
市
計
画
事
業
の

種
類
及
び
名
称

東
京
都
市
計
画
緑
地
事
業
第
九
十
九
号
西

本
村
の
森
緑
地

三

事
業
施
行
期
間

令
和
五
年
十
月
十
三
日
か
ら
令
和
十
年
三

月
三
十
一
日
ま
で

四

事
業
地

収
用
の
部
分

練
馬
区
大
泉
学
園
町
二
丁
目
地
内

使
用
の
部
分

な
し

◉
東
京
都
告
示
第
千
九
十
四
号

建
築
基
準
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号
。
以
下
「
法
」

と
い
う
。
）
第
四
十
二
条
第
一
項
第
五
号
の
規
定
に
よ
る
道
路
の
位

置
の
指
定
を
次
の
と
お
り
取
り
消
し
た
。

な
お
、
関
係
図
書
は
、
東
京
都
多
摩
建
築
指
導
事
務
所
に
備
え
置

い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
五
年
十
月
十
三
日

東
京
都
多
摩
建
築
指
導
事
務
所
長

名

取

伸

明

取
消
し
に
係
る

道
路
の
種
類

取
消
年
月
日

取
消
し
に
係
る

道
路
の
位
置

取
消
し
に
係
る

道
路
の
延
長
及

び
幅
員
（
単
位

メ
ー
ト
ル
）

法
第
四
十
二
条

令
和
五
年
九

東
大
和
市
奈
良

延
長

第
一
項
第
五
号

の
規
定
に
よ
る

道
路

月
十
五
日

橋
三
丁
目
四
百

三
十
七
番
一
の

一
部

三
〇
・
〇
〇

幅
員

四
・
〇
〇

◉
東
京
都
告
示
第
千
九
十
五
号

土
壌
汚
染
対
策
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
五
十
三
号
）
第
十
一
条

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
特
定
有
害
物
質
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
て
お

り
、
土
地
の
形
質
の
変
更
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
の
届
出
を
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
区
域
（
以
下
「
形
質
変
更
時
要
届
出
区
域
」
と
い

う
。
）
を
指
定
す
る
の
で
、
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法

第
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

令
和
五
年
十
月
十
三
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

形
質
変
更
時
要
届
出
区
域

別
図
の
と
お
り
（
江
東
区
新
砂
二

丁
目
地
内
）

二

土
壌
汚
染
対
策
法
施
行
規
則
（
平
成
十
四
年
環
境
省
令
第
二
十

九
号
。
以
下
「
規
則
」
と
い
う
。
）
第
三
十
一
条
第
一
項
の
基
準

に
適
合
し
て
い
な
い
特
定
有
害
物
質
の
種
類

鉛
及
び
そ
の
化
合

ひ

物
、
砒
素
及
び
そ
の
化
合
物
並
び
に
ふ
っ
素
及
び
そ
の
化
合
物

三

規
則
第
三
十
一
条
第
二
項
の
基
準
に
適
合
し
て
い
な
い
特
定
有

害
物
質
の
種
類

鉛
及
び
そ
の
化
合
物
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◉
東
京
都
告
示
第
千
九
十
六
号

土
壌
汚
染
対
策
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
五
十
三
号
）
第
十
一
条

第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
令
和
四
年
東
京
都
告
示
第
千
五
百
二
号
に

よ
り
指
定
し
た
区
域
の
全
部
の
指
定
を
解
除
す
る
の
で
、
同
条
第
三

項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の

と
お
り
告
示
す
る
。

令
和
五
年
十
月
十
三
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

指
定
を
解
除
す
る
区
域

別
図
の
と
お
り
（
杉
並
区
久
我
山
一

丁
目
地
内
）

二

土
壌
汚
染
対
策
法
施
行
規
則
（
平
成
十
四
年
環
境
省
令
第
二
十

九
号
。
以
下
「
規
則
」
と
い
う
。
）
第
三
十
一
条
第
一
項
の
基
準

に
適
合
し
て
い
な
か
っ
た
特
定
有
害
物
質
の
種
類

シ
ア
ン
化
合

物
並
び
に
ふ
っ
素
及
び
そ
の
化
合
物

三

規
則
第
三
十
一
条
第
二
項
の
基
準
に
適
合
し
て
い
な
か
っ
た
特

定
有
害
物
質
の
種
類

カ
ド
ミ
ウ
ム
及
び
そ
の
化
合
物
並
び
に
鉛

及
び
そ
の
化
合
物

四

講
じ
ら
れ
た
汚
染
の
除
去
等
の
措
置

土
壌
汚
染
の
除
去
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◉
東
京
都
告
示
第
千
九
十
七
号

国
民
健
康
保
険
法
（
昭
和
三
十
三
年
法
律
第
百
九
十
二
号
）
第
二

十
七
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
東
京
都
弁
護
士
国
民
健
康
保
険
組

合
規
約
の
一
部
変
更
に
つ
い
て
認
可
し
た
の
で
、
国
民
健
康
保
険
法

施
行
令
（
昭
和
三
十
三
年
政
令
第
三
百
六
十
二
号
）
第
七
条
第
二
項

の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

令
和
五
年
十
月
十
三
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

変
更
事
項

組
合
の
地
区
に
係
る
事
項

二

変
更
内
容

組
合
の
地
区
に
群
馬
県
吾
妻
郡
嬬
恋
村
を
加
え
る
。

三

規
約
の
変
更
の
認
可
の
年
月
日

令
和
五
年
九
月
二
十
六
日

告

示
（
公
）

◉
東
京
都
公
安
委
員
会
告
示
第
３３７号

技
能
検
定
員
審
査
等
に
関
す
る
規
則
（
平
成
６
年
国
家
公
安
委
員

会
規
則
第
３
号
。
以
下
「
規
則
」
と
い
う
。
）
第
１
条
の
規
定
に
基

づ
き
技
能
検
定
員
審
査
を
実
施
す
る
の
で
、
規
則
第
２
条
の
規
定
に

よ
り
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

令
和
５
年
１０月

１３日

東
京
都
公
安
委
員
会

委
員
長

廣
瀨

道
明

記

１
審
査
の
種
類

普
通
自
動
車
免
許
技
能
検
定
員
審
査
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２

審
査
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
の
資
格

普
通
自
動
車
を
運
転
す
る
こ
と
が
で
き
る
運
転
免
許
（
仮
運
転

免
許
を
除
く
。
）
に
係
る
運
転
免
許
証
を
提
示
で
き
る
者
で
あ
る

こ
と
。

３
審
査
項
目
及
び
審
査
細
目

⑴
技
能
検
定
に
関
す
る
技
能

ア
技
能
検
定
員
と
し
て
必
要
な
自
動
車
の
運
転
技
能

イ
自
動
車
の
運
転
技
能
に
関
す
る
観
察
及
び
採
点
の
技
能

⑵
技
能
検
定
に
関
す
る
知
識

ア
教
則
の
内
容
と
な
っ
て
い
る
事
項

イ
自
動
車
教
習
所
に
関
す
る
法
令
に
つ
い
て
の
知
識

ウ
技
能
検
定
の
実
施
に
関
す
る
知
識

エ
自
動
車
の
運
転
技
能
の
評
価
方
法
に
関
す
る
知
識

４
審
査
細
目
の
免
除

規
則
第
１７条

第
１
項
若
し
く
は
第
２
項
又
は
附
則
第
３
条
第
１

項
第
１
号
若
し
く
は
第
２
号
の
い
ず
れ
か
の
規
定
に
該
当
す
る
者

５
審
査
の
日
時
及
び
場
所

⑴
日
時

令
和
５
年
１１月

１３日
（
月
曜
日
）
か
ら
同
月
１７日

（
金
曜

日
）
ま
で
の
間
の
う
ち
、
申
請
書
提
出
時
に
お
い
て
指
定
す
る

日
時

⑵
場
所

警
視
庁
府
中
運
転
免
許
試
験
場
（
府
中
市
多
磨
町
三
丁
目
１

番
地
の
１
）

６
申
請
手
続

⑴
申
請
書
類

ア
申
請
書
（
規
則
別
記
様
式
第
１
号
の
審
査
申
請
書
と
す

る
。
）

イ
写
真
（
申
請
前
６
月
以
内
に
撮
影
し
た
無
帽
、
正
面
、
上

三
分
身
、
無
背
景
の
縦
の
長
さ
３.０セ

ン
チ
メ
ー
ト
ル
、
横

の
長
さ
２.４セ

ン
チ
メ
ー
ト
ル
の
も
の
）

ウ
審
査
細
目
が
免
除
さ
れ
る
者
は
、
こ
れ
を
証
明
す
る
書
面

⑵
受
付
日
時

令
和
５
年
１０月

２６日
（
木
曜
日
）
及
び
同
月
２７日

（
金
曜

日
）
の
午
前
９
時
３０分

か
ら
午
後
４
時
ま
で

⑶
受
付
場
所

警
視
庁
運
転
免
許
本
部
運
転
者
教
育
課
（
品
川
区
東
大
井
一

丁
目
１２番

５
号
）

⑷
申
請
に
関
す
る
注
意
事
項

ア
申
請
書
は
、
警
視
庁
運
転
免
許
本
部
運
転
者
教
育
課
に
お

い
て
、
令
和
５
年
１０月

１６日
（
月
曜
日
）
か
ら
配
布
す
る
。

た
だ
し
、
日
曜
日
及
び
土
曜
日
を
除
く
。

イ
写
真
は
、
申
請
書
に
貼
り
付
け
る
こ
と
。

ウ
提
出
書
類
は
、
本
人
が
直
接
持
参
す
る
こ
と
。

エ
運
転
免
許
証
を
提
示
す
る
こ
と
。

７
審
査
手
数
料

１９,５００円
。
た
だ
し
、
審
査
細
目
を
免
除
さ
れ
る
者
は
、
警
視

庁
関
係
手
数
料
条
例
（
平
成
１２年

東
京
都
条
例
第
９９号

）
別
表
第

２
１
の
項
備
考
２
に
規
定
す
る
額
を
減
額
す
る
。

８
携
行
品
及
び
服
装

⑴
携
行
品

ア
運
転
免
許
証

イ
筆
記
用
具

ア
黒
色
又
は
青
色
の
ボ
ー
ル
ペ
ン

イ
赤
色
の
ボ
ー
ル
ペ
ン

⑵
服
装

自
動
車
の
運
転
に
支
障
の
な
い
服
装

９
合
格
証
明
書
の
交
付

合
格
者
に
は
、
規
則
別
記
様
式
第
２
号
の
技
能
検
定
員
審
査
合

格
証
明
書
を
交
付
す
る
。

１０
問
合
せ
先

警
視
庁
運
転
免
許
本
部
運
転
者
教
育
課

電
話

０３（
３５８１）

４３２１
内
線
７２５１―５２７６

公

告

開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
の
完
了
に
つ
い
て

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一

項
の
規
定
に
基
づ
き
許
可
し
た
次
の
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
は
、

完
了
し
た
。

令
和
五
年
十
月
十
三
日

東
京
都
多
摩
建
築
指
導
事
務
所
長

名

取

伸

明

開
発
区
域
又
は
工
区
に

含
ま
れ
る
地
域
の
名
称

許
可
を
受
け
た
者
の

住
所
及
び
氏
名

西
多
摩
郡
瑞
穂
町
大
字
二
本
木
字

西
原
四
百
六
十
七
番
一

西
東
京
市
北
原
町
三
丁
目
二
番

二
十
二
号

株
式
会
社
ア
ー
ネ
ス
ト
ワ
ン

代
表
取
締
役

松
林

重
行

立
川
市
幸
町
一
丁
目
二
十
番
四
か

ら
同
番
六
ま
で

立
川
市
幸
町
一
丁
目
二
十
一
番

地
一

株
式
会
社
ア
ス
テ
ィ
ー
ク

代
表
取
締
役

宮
谷

祐
介

立
川
市
富
士
見
町
六
丁
目
三
百
四

十
八
番
四
、
三
百
四
十
九
番
三
、

同
番
四
、
三
百
五
十
番
一
、
三
百

五
十
二
番
二
及
び
三
百
五
十
三
番

二

福
生
市
加
美
平
三
丁
目
六
番
地

十Ｋ
’
ｓ

Ｌ
ｉ
ｖ
ｉ
ｎ
ｇ
株
式

会
社代

表
取
締
役

東
條

幸
一
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小
平
市
仲
町
二
百
九
十
三
番
五
及

び
二
百
九
十
四
番

小
平
市
仲
町
三
百
番
地

岸
野

昌

清
瀬
市
旭
が
丘
一
丁
目
二
百
三
十

三
番
一
、
同
番
八
及
び
同
番
九

港
区
港
南
二
丁
目
十
六
番
一
号

大
東
建
託
株
式
会
社

代
表
取
締
役

竹
内

啓

東
京
都
ふ
ぐ
取
扱
者
資
格
受
入
講
習
の
実
施
に
つ
い
て

東
京
都
ふ
ぐ
の
取
扱
い
規
制
条
例
施
行
規
則
（
昭
和
六
十
一
年
東

京
都
規
則
第
百
二
十
三
号
。
以
下
「
規
則
」
と
い
う
。
）
第
一
条
の

五
第
二
号
に
規
定
す
る
東
京
都
ふ
ぐ
取
扱
者
資
格
受
入
講
習
を
次
の

と
お
り
実
施
す
る
。

令
和
五
年
十
月
十
三
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

講
習
の
開
催
日
時
及
び
会
場
等

㈠

開
催
日
時

令
和
五
年
十
一
月
三
十
日
（
木
曜
日
）
午
後
一
時
三
十
分
か

ら
午
後
五
時
ま
で

㈡

会
場

都
議
会
議
事
堂
一
階

都
民
ホ
ー
ル
（
東
京
都
新
宿
区
西
新

宿
二
丁
目
八
番
一
号
）

㈢

定
員

七
十
人

二

対
象
者

東
京
都
ふ
ぐ
取
扱
責
任
者
免
許
の
取
得
を
希
望
す
る
者
で
、
次

の
㈠
及
び
㈡
に
掲
げ
る
全
て
の
条
件
（
受
講
資
格
）
に
該
当
す
る

も
の

㈠

規
則
第
一
条
の
五
で
東
京
都
知
事
が
行
う
ふ
ぐ
取
扱
責
任
者

試
験
と
同
等
の
試
験
で
あ
る
と
知
事
が
認
め
た
別
表
に
掲
げ
る

対
象
自
治
体
が
実
施
し
た
試
験
の
い
ず
れ
か
に
合
格
し
、
当
該

試
験
を
実
施
し
た
道
府
県
知
事
（
地
域
保
健
法
（
昭
和
二
十
二

年
法
律
第
百
一
号
）
第
五
条
第
一
項
の
政
令
で
定
め
る
市
の
市

長
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
の
ふ
ぐ
の
取
扱
い
に
係
る
免
許
等

を
受
け
て
い
る
者

㈡

東
京
都
ふ
ぐ
の
取
扱
い
規
制
条
例
（
昭
和
六
十
一
年
東
京
都

条
例
第
五
十
一
号
。
以
下
「
条
例
」
と
い
う
。
）
第
六
条
に
規

定
す
る
次
の
ア
か
ら
エ
ま
で
に
掲
げ
る
い
ず
れ
の
事
項
に
も
該

当
し
な
い
者

ア

視
力
が
不
十
分
で
眼
鏡
等
を
用
い
て
補
正
し
て
も
ふ
ぐ
の

処
理
が
で
き
な
い
者

イ

未
成
年
者

ウ

精
神
の
機
能
の
障
害
に
よ
り
ふ
ぐ
の
処
理
を
適
正
に
行
う

に
当
た
っ
て
必
要
な
認
知
、
判
断
及
び
意
思
疎
通
を
適
切
に

行
う
こ
と
が
で
き
な
い
者

エ

条
例
第
九
条
第
一
項
第
三
号
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
り

東
京
都
ふ
ぐ
取
扱
責
任
者
免
許
の
取
消
処
分
を
受
け
た
後
一

年
を
経
過
し
な
い
者

三

講
習
内
容

㈠

条
例
及
び
規
則
の
規
定

㈡

条
例
違
反
の
事
例
等
ふ
ぐ
取
扱
責
任
者
と
し
て
必
要
な
事
項

四

申
込
方
法
等

㈠

申
込
方
法

受
講
希
望
者
は
、
所
定
の
申
込
書
に
次
の
ア
か
ら
ウ
ま
で
に

掲
げ
る
書
類
等
を
添
え
て
㈡
の
申
込
先
ま
で
、
持
参
又
は
郵
送

に
よ
り
申
し
込
む
こ
と
。

ア

別
表
に
掲
げ
る
対
象
自
治
体
が
実
施
し
た
試
験
の
い
ず
れ

か
に
合
格
し
た
こ
と
を
証
す
る
書
類
（
合
格
通
知
書
、
合
格

証
明
書
等
）
の
写
し

イ

当
該
試
験
を
実
施
し
た
道
府
県
知
事
が
交
付
し
た
ふ
ぐ
の

取
扱
い
に
係
る
免
許
証
等
の
写
し

ウ

返
信
用
封
筒
（
長
形
三
号
。
郵
便
番
号
、
住
所
及
び
氏
名

を
記
載
し
、
八
十
四
円
切
手
を
貼
っ
た
も
の
）

㈡

申
込
先

郵
便
番
号
一
六
三－

八
〇
〇
一

新
宿
区
西
新
宿
二
丁
目
八
番
一
号

東
京
都
保
健
医
療
局
健
康
安
全
部
健
康
安
全
課
試
験
・
免
許

担
当
（
ふ
ぐ
取
扱
責
任
者
担
当
）

㈢

申
込
締
切
日

令
和
五
年
十
一
月
十
三
日
（
月
曜
日
）
（
当
日
消
印
有
効
）

㈣

受
講
票
の
送
付

申
込
締
切
後
、
受
講
資
格
を
確
認
の
上
、
各
受
講
者
に
受
講

票
を
送
付
す
る
。

五

問
合
せ
先

東
京
都
保
健
医
療
局
健
康
安
全
部
健
康
安
全
課
試
験
・
免
許
担

当
電
話
〇
三
（
五
三
二
〇
）
四
三
五
八
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大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
に
基
づ
く
意
見
の
概
要
に

つ
い
て

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
八

条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
大
規
模
小
売
店
舗
の
届
出
の
公
告
に
係
る

意
見
を
聴
取
し
た
の
で
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り

意
見
の
概
要
を
公
告
し
、
当
該
意
見
を
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
五
年
十
月
十
三
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

店
舗
名

セ
ブ
ン
タ
ウ
ン
小
豆
沢

二

店
舗
所
在
地

板
橋
区
小
豆
沢
三
丁
目
九
番
五
号

三

設
置
者
名

株
式
会
社
セ
ブ
ン
＆
ア
イ
・
ク
リ
エ
イ
ト
リ
ン

ク

四

意
見

ア

聴
取
者

板
橋
区
長

イ

概
要

意
見
な
し

ウ

収
受
日

令
和
五
年
九
月
二
十
六
日

五

縦
覧
場
所

東
京
都
産
業
労
働
局
商
工
部
地
域
産
業
振
興
課

（
新
宿
区
西
新
宿
二
丁
目
八
番
一
号
）

六

縦
覧
期
間

令
和
五
年
十
月
十
三
日
か
ら
同
年
十
一
月
十
三

日
ま
で
。
た
だ
し
、
東
京
都
の
休
日
に
関
す
る

条
例
（
平
成
元
年
東
京
都
条
例
第
十
号
）
に
定

め
る
休
日
を
除
く
。

七

縦
覧
時
間

午
前
九
時
三
十
分
か
ら
午
後
四
時
三
十
分
ま
で
。

た
だ
し
、
正
午
か
ら
午
後
一
時
ま
で
を
除
く
。

一

店
舗
名

ｎ
ｏ
ｎ
ｏ
ｗ
ａ
国
立
Ｗ
Ｅ
Ｓ
Ｔ

二

店
舗
所
在
地

国
立
市
北
一
丁
目
十
四
番
地
の
一

三

設
置
者
名

東
日
本
旅
客
鉄
道
株
式
会
社

四

意
見
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ア

聴
取
者

国
立
市
長

イ

概
要

意
見
な
し

ウ

収
受
日

令
和
五
年
九
月
二
十
九
日

五

縦
覧
場
所

東
京
都
産
業
労
働
局
商
工
部
地
域
産
業
振
興
課

（
新
宿
区
西
新
宿
二
丁
目
八
番
一
号
）

六

縦
覧
期
間

令
和
五
年
十
月
十
三
日
か
ら
同
年
十
一
月
十
三

日
ま
で
。
た
だ
し
、
東
京
都
の
休
日
に
関
す
る

条
例
（
平
成
元
年
東
京
都
条
例
第
十
号
）
に
定

め
る
休
日
を
除
く
。

七

縦
覧
時
間

午
前
九
時
三
十
分
か
ら
午
後
四
時
三
十
分
ま
で
。

た
だ
し
、
正
午
か
ら
午
後
一
時
ま
で
を
除
く
。

一

店
舗
名

（
仮
称
）
オ
ー
ケ
ー
芝
久
保
店

二

店
舗
所
在
地

西
東
京
市
芝
久
保
町
二
丁
目
九
番
三
十
四
ほ
か

三

設
置
者
名

オ
ー
ケ
ー
店
舗
保
有
株
式
会
社

四

意
見

ア

聴
取
者

西
東
京
市
長

イ

概
要

意
見
な
し

ウ

収
受
日

令
和
五
年
八
月
十
六
日

五

縦
覧
場
所

東
京
都
産
業
労
働
局
商
工
部
地
域
産
業
振
興
課

（
新
宿
区
西
新
宿
二
丁
目
八
番
一
号
）

六

縦
覧
期
間

令
和
五
年
十
月
十
三
日
か
ら
同
年
十
一
月
十
三

日
ま
で
。
た
だ
し
、
東
京
都
の
休
日
に
関
す
る

条
例
（
平
成
元
年
東
京
都
条
例
第
十
号
）
に
定

め
る
休
日
を
除
く
。

七

縦
覧
時
間

午
前
九
時
三
十
分
か
ら
午
後
四
時
三
十
分
ま
で
。

た
だ
し
、
正
午
か
ら
午
後
一
時
ま
で
を
除
く
。
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発 行
東

京

都

東
京
都
新
宿
区
西
新
宿
二
丁
目
八
番
一
号

電
話

〇
三（
五
三
二
一
）一
一
一
一（
代
）
郵便番号
１６３―８００１
定 価

本
号

三
〇
円

一
箇
月

六
、
六
〇
〇
円

（
郵
送
料
を
含
む
。）
印刷所

勝

美

印

刷

株

式

会

社

東
京
都
文
京
区
白
山
一
丁
目
十
三
番
七
号

電
話

〇
三（
三
八
一
二
）五
二
〇
一（
代
）
郵便番号
１１３―０００１


